
 

 

 

１ 高等専修学校の高体連への加盟について 

学校単独での加盟は、一条校ではないためできません。これまで通り、通信制課程を 

本校とする技能連携校として加盟してください。 

その際、学校の名称は、●●●高等学校通信制課程（本校の名称）の後に、地域名や 

学校名称を従的に標記してくさい。「●●専修学校」と標記できませんので御注意くだ 

さい。 

 

２ 技能連携校（高等専修学校）の全国大会（予選会含む）への出場について 

  以下のとおり変更しました。 

  ■変更前  

全国高等専修学校体育大会出場後は、都道府県高体連主催の定通大会予選大会へは 

出場できない。 

  ■変更後  

全国高等専修学校体育大会へ出場後も、都道府県高体連主催の全国定通大会地区予 

選大会へ出場できる。 

※全国定通大会出場後、全国高等専修学校体育大会へ出場は、全国高等専修学校体育 

大会主催団体による判断とする。 

 

３ 規約の改定 

  全国高等学校定時制通信制体育大会申し合わせ事項１の（２）を次の様に変更する。 

■変更前 

 １条校の各学校種別における全国規模の大会（各地区予選会含む）に出場した生徒、 

及び学校は、全国定通大会に出場することができない。 

（例）全国専門学校総合体育大会、全国高等専修学校体育大会、全国聾学校体育大会等 

■変更後 

１条校の各学校種別における全国規模の大会（各地区予選会含む）に出場した生徒、

及び学校は、全国定通大会に出場することができない。 

 ただし、全国高等専修学校体育大会は、全国規模の大会と位置付けない。 

（例）全国専門学校総合体育大会、全国聾学校体育大会等 

 

 

高等専修学校への対応について 


